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１．新たな地域医療構想の概要 ～改正医療法と策定の基本的な考え方～

 平成２６年６月の医療法改正により「地域医療構想」
が制度として位置づけられ、本県では平成２８年５月
に「山梨県地域医療構想」を策定し取組を進めてきた。

 令和７年１２月、「医療法等の一部を改正する法律」
［令和７年法律第８７号］（以下、「改正医療法」と
いう。）が公布された。

 改正の趣旨は、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口
減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的
に提供する体制を構築するため、地域医療構想の見直
し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、こ
れらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を
講ずること。

 法改正の趣旨  法改正の概要

 改正医療法における地域医療構想の見直しに係る内容は以下のとおりとされており、
施行日は令和９年４月１日とされている。

 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下
の見直しを行う。

 病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体
制全体の構想とする。

 地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連
携等を議題とする場合の参画を求める。

 医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点
機能等）報告制度を設ける。
【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】

地域医療構想の見直し等

※なお、国のガイドラインは令和８年３月中に発出される予定であったが、現時点では未だ発出されていないことから、当面の間は、令和８
年３月１９日にとりまとめられた「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」における「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」を
踏まえ、協議を行うこととする。

新たな地域医療構想の策定は、改正医療法（法第３０条の３の３第８項関係）において都道府県医療審議会等の
意見を聞かなければならないとされていることから、本件について本審議会に諮るものである。

 策定の基本的な考え方

1

 新たな地域医療構想に記載すべき内容は、法的には改正医
療法等により、実務的には国が今後示す「新たな地域医療
構想ガイドライン」により明確化され、これらを踏まえ各
都道府県において策定を行う。

 なお、改正医療法では、新たな地域医療構想の取組は令和
９年４月１日施行とされているが、改正法の附則において、
令和１０（2028年）度中までは新構想の取組を猶予する経
過措置が設けられている。



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」一部改

病床数や病床機能等、
入院医療に係る
議論が中心

2

１．新たな地域医療構想の概要 ～基本的な方向性～



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」一部改
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医療計画の上位計画
として建て付け変更

１．新たな地域医療構想の概要 ～医療計画との関係性の整理～



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」一部改
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１．新たな地域医療構想の概要 ～新たな地域医療構想の進め方～



２．新たな地域医療構想ガイドラインについて
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R8.3.26「第126回社会保障審議会医療部会」一部改
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３．策定に係る検討体制について

 新たな地域医療構想の策定は専門的・技術的事項を含み、効率的かつ
体系的な検討体制の確保が必要であるため、H27年度の策定時と同様、
医療審議会の下部組織として「新たな地域医療構想策定検討会」を新
設する。（詳細は次頁）

 構想区域ごとの協議は地域医療構想調整会議（中北、峡東、峡南、富
士・東部区域）で行い、その結果を検討会へ報告する。

 医師確保、外来医療、在宅医療・介護、５疾病６事業等の分野別協議
は、既存会議体の検討状況を検討会および調整会議へ適宜共有する。

 その他、必要に応じて関係者からの意見を聴取する。

 検討体制のイメージ

○「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」資料（R8.1.28）

・新たな地域医療構想において検討する事項の協議の場については、都道
府県ごとの既存の協議体と一体的に実施することや主な既存の協議体の議
論を調整会議に報告するといった、都道府県の体制に応じて柔軟に設定で
きる。

 検討体制について
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５疾病
６事業

主な既存会議体（分野別）

山梨県医療審議会諮問機関

新たな地域医療構想策定検討会策定に係る検討

山梨県地域医療構想調整会議構想区域単位

※詳細は次頁

・４区域毎に開催。
・各区域の医療提供体
制について協議。

・R9～は必要に応じて
分科会の設置も検討。

・県における医療提供
体制確保に関する重
要事項の調査・審議。

新設

 本県の地域医療構想アドバイザー４名は、検討会および調整会議等の
協議内容を踏まえ、県における策定支援を行う。

 地域医療構想アドバイザー

地域医療構想
アドバイザー
からの助言

・都道府県における地域医療構想の進め方や、調整会議における議論の活性化
に資する助言を行うなど、地域医療構想の達成に向けた技術的支援を実施。

・国が都道府県の推薦を踏まえて選定し、本県ではR8.5月より初めて4名が
任命された。

地域医療構想アドバイザーとは

・R8では各会議体の検討状況を検討会等へ共有し、R9以降は各分野におけ
る地域医療構想のテーマについて具体的な協議を実施することも想定。

佐藤 吉沖山梨県医師会 理事（甲州リハビリテーション病院院⻑）

梅谷 健山梨県立中央病院 副院⻑

橋本 幸治山梨大学医学部附属病院 特任准教授

内藤 慶太山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座 特任助教
（敬称略：順不同）

山梨県地域医療構想アドバイザー 所属・役職 氏名
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３．策定に係る検討体制について ～新たな地域医療構想策定検討会の設置～

 新たな地域医療構想策定検討会は、現行の地域医療構想策定時（H27年度）に設置された「策定検討会」を参考に構成員数を20名程度とし、委員の選
定に当たっては当時の検討委員に準拠しつつ、新たな構想で追加される分野や医療提供体制全体のバランスを考慮。

 追加委員については、在宅医療・介護分野や患者団体の関係者、有識者を中心に、各区域や医療機関機能にも配慮しながら、区域毎の病院関係者が
適切に含まれるよう選定。

 検討会の運営については、株式会社日本経営（業務委託先）に資料作成およびロジスティクス業務を委託し、県と適宜協議のうえ進めるものとする。
なお、R8年度の検討会は年3回程度開催する。

 「地域医療構想アドバイザー」４名は事務局に配置し、検討会での議論を踏まえ、県の策定支援を行う。

団体推薦

団体推薦

団体推薦



４．策定に係る主な検討項目について

 本県の策定に係る検討項目については、国のガイドラインに準拠しつつ、地域の特性や課題を踏まえて検討・策定を行う。
 主な検討項目は以下のとおりとするが、このほか、関係者の役割分担や精神医療、取組の推進方法等についても、国のガイドラインを踏まえ検討する。
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・現行の構想区域について、必要病床数の議論や医療機関機能の確保を行う単位と
しての観点に加え、地域の実情を踏まえ、見直しを行う。

・県境を跨ぐ患者の流出入がある場合等には、区域の統合に拘らず、都道府県間で
調整会議を一体的に運用するなど、区域間連携のあり方を検討する。

構想区域の見直し Ｒ８

区域の点検
見直し

必要病床数

医療機関機能の
確保

外来・在宅医療・
介護の連携等

医療従事者の
確保

構想区域の見直し

必要病床数の算出

医療機関機能報告開始
全体の方向性検討

ガイドラインに準拠し検討

急性期拠点機能病院決定
連携・再編・集約化の議論

ガイドラインに準拠し検討
医師確保計画

将
来
の
方
向
性
設
定

医師

医療従事者

第9次医療計画

新たな地域医療構想の取組の推進
策定完了

（具体的な協議が整い次第）

新たな地域医療構想の取組の推進

第８次医療計画

必要病床数の推計 Ｒ８

・病床機能区分のうち、回復期は包括期として区分が変更される。
・必要病床数は、設定した構想区域の人口や医療機関数、患者の流出入等を踏
まえ、基準となるデータに基づき算出・設定する。

医療機関機能の確保

・医療機関機能は、急性期拠点機能、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療
等連携機能、専門等機能、医育及び広域診療機能の5区分。

・医療機関の役割について、医療機関機能報告や基準となるデータの他、地域
の実情を考慮し検討する。急性期拠点機能病院は、R9年度中の決定を目指す。

入院医療

・急性期・包括期の医療需要や手術・救急搬送の役割分担を協議し、持続
可能な急性期医療提供体制の確保を進める。

外来・在宅医療

・地域の診療体制やかかりつけ医機能、医歯薬連携の充足を確認し、外来
医療体制や休日・夜間診療の確保、オンライン診療の活用を推進する。

・在宅医療の需給を把握し、介護施設や療養病床と一体的に受け皿を整備。

介護との連携

・介護保険計画との整合を図りつつ、在宅医療等とあわせた体制整備と人
材確保を進めるとともに、市町村・介護関係者の役割を明確化し、医療
と介護の機能把握や連携強化、協力医療機関の確保等を継続的に進める。

人材確保

・医師の確保は医師確保計画を反映、看護師等についても将来の人材確保
の方向性を反映する。また、大学病院からの人的協力についても協議。

Ｒ８：全体の方向性／Ｒ９～：具体的な協議

Ｒ８：全体の方向性／Ｒ９～：具体的な協議



５．策定に係るスケジュールについて

３月２月
R９年
１月

１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

山
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地
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 策定までの全体スケジュール

 R８年度スケジュール（予定）

医
療
審
議
会

医
療
審
議
会

国ガイドライン
発出

データ分析項目検討・アンケート・分析

審議会の回数・時期は予定であり、議案に応じて適宜決定

検討会は3回を予定
（時期未定）

諮問
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２０２６（R８年度） ２０２７（R９年度） ２０２８（R１０年度）

策
定
完
了

策
定
着
手

構想区域の見直し
必要病床数の算出
地域医療提供体制全体の方向性 等 医療機関機能に着目した機能分化・連携協議

病床機能分化・連携等の具体的な協議

新たな地域医療構想の策定・取組の推進新たな地域医療構想の策定・取組の推進

新たな地域医療構想の取組の推進

将来の方向性
設定

具体的な協議

策定に向けた検討・作業（庁内関係部署と連携）

分野別の既存会議体（地域医療対策協議会、地域保健医療推進委員会、在宅医療・介護広域連携会議
等）における検討状況については、適宜、検討会および調整会議へ共有

改正医療法では、新たな地域医療構想の取組はR9.4.1施行とされているが、改正法の附則において、
令和10年（2028年）度中までは新構想の取組を猶予する経過措置が設けられている。

検討報告書作成・検証

・スケジュール、進め方
・ガイドライン説明
・分析項目の提示/一部報告
・構想区域の見直し（案） 等

検討会（6月）

・データ分析結果提供
・調整会議での意見の共有
・分析項目、視点の加除 等

検討会（９月下旬頃）

・全県、構想区域における将来
の方向性のイメージ共有 等
（構想区域、必要病床数、医療
機関機能等）

検討会（２月頃）
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が
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調
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議

（
４
区
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）

調整会議の回数・時期は
予定。適宜、書面開催等
を追加する可能性あり 調

整
会
議

（
４
区
域
）

報告 反映 報告報告


